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譲渡制限付株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の改

定を決議し、本制度の改定に関する議案を2023年６月26日開催予定の第53期定時株主総会（以下、「本

定時株主総会」といいます。）に付議することとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．本制度改定の目的及び概要等 

当社は、2021年５月28日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下、

「対象取締役」といいます。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す

ると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入いたしました。また、

2021年６月29日開催の第51期定時株主総会において、既存の報酬枠の範囲内で、本制度に基づき、

対象取締役が当社の普通株式について自己株式の処分を受けるものとされました。 

今般、当社は、譲渡制限付株式をより柔軟かつ円滑に付与し、株主の皆様との価値共有を更に進め

ることを目的として、2023年５月22日開催の取締役会において、自己株式の処分によることに加えて、新

株発行によっても当社の普通株式の割当てを受けられるよう、本制度を改定することを決定いたしました。

なお、今般の改定は、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 

 

２．その他 

以上の改定点の他に、本制度の内容に変更はございません。導入時の本制度の内容については、

2021年５月28日付で公表した「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

以上 


